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山県市国民健康保険税減免取扱要綱

平成１５年４月１日

訓令甲第１８号

（趣旨）

第１条 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条、山県市国民健康

保険税条例（平成１５年山県市条例第５２号。以下「条例」という。）第２４条

の２に規定する国民健康保険税（以下「保険税」という。）の減免については、

この要綱に定めるところによる。

（減免の対象）

第２条 保険税の納付義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者が、次の各

号のいずれかに該当したことにより、その世帯の生活が著しく困難となり、利用

し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず支払能力に欠けると認められ

る場合は、保険税を減額し、又は免除することができる。

（１） 震災、風水害、火災その他の災害により、資産に被害を受けたとき。

（２） 傷病、廃業、倒産、失業（本人の意思に反した企業等の都合による退職

又は正当な理由のある自己都合による退職の場合に限る。）等により、減免申

請書が提出された年（以下「当該年」という。）の所得見込額が前年所得額と

比較して著しく減少したとき。

（３） 申請月を含め、過去３箇月平均所得が、生活保護基準額以下のとき。

（４） 該当年の所得見込額が条例第２３条第１項の規定により算定する保険税

の軽減基準以下のとき。

（５） 国民健康保険法第５９条第１号及び第２号に該当したとき。

（６） 前各号に類する事由又は特別の事情があるとき。

２ 条例第２４条の２第１項第２号の規定に基づく減免の対象は、同号に該当する

納税義務者（以下「旧被扶養者」という。）又はその世帯に属する被保険者とす

る。

（減免の割合）

第３条 前条第１項又は第２項に該当するものの減免割合は、別表のとおりとする。

（減免の申請）

第４条 保険税の減免を受けようとする納付義務者は、保険税減免申請書を市長に

提出しなければならない。
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２ 市長は、前項に定める申請書を受理したときは、受理簿に記入し、速やかに調

査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合におい

て、必要と認めるときは、収入申告書、申請の事由を証明する書類等を提出させ、

又は職員に事情聴取させることができる。

３ 条例第２４条の２第１項第２号の規定により減免を受けようとする者は、第１

項の規定に関わらず、初年度に減免申請を行った者は翌年度以降の減免申請を行

った者とみなす。

（減免の適用）

第５条 第２条に規定する減免の適用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める期間とする。

（１） 第２条第１項第１号 災害が発生した日以降の納期に係る保険税から１

年間を限度として必要と認める期間

（２） 第２条第１項第２号、第３号及び第４号 減免申請日以降に納期が到来

する保険税から当該年度の最後の納期までの期間

（３） 第２条第１項第５号 国民健康保険法第５９条に該当した日の属する月

から該当しなくなった日の属する月の前月までの期間

２ 条例第２４条の２第１項第２号の規定に基づく減免は、被保険者所得割額につ

いては資格取得日の属する月以降当分の間の保険税、均等割額及び平等割額につ

いては２年を経過するまでの期間

（適用の調整）

第６条 同一世帯において、第２条中、２つ以上の規定に該当するものについては、

減免割合の大きいいずれか１つの規定を適用する。

（減免の通知）

第７条 保険税の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やか

に通知しなければならない。なお、不承認の場合も同様とする。

（減免の取消し）

第８条 市長は、保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する

ときは、その措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知する。

（１） 資力の回復その他の事情の変化によって、減免が不適当と認められると

き。
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（２） 偽りの申請その他の不正の行為によって、減免の措置を受けたと認めら

れるとき。

２ 前条の規定により減免措置を取り消したときは、減免により免れた保険税の全

部又は一部を徴収するものとする。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行前に、合併前の（高富町）国民健康保険税減免取扱要綱（平成

７年１２月１日施行）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞ

れこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表（第３条関係）

減免

理由

適用範囲 減免割合 添付書類

等

第２

条第

１項

第１

号

資産が震災、風水害、火

災等により被害を受けた

とき。

保険税の減免割合 り災証明

書全焼又は全壊 免除

半焼、水損又は半壊 ７５％以内

床上浸水 ５０％以内

第２

条第

１項

第２

号

前年の所得金額が４０

０万円以下で、当該年の所

得見込額が前年所得額と

比較して２分の１以下に

減少したとき。

前年の所得金額 保険税所得割額の減

免割合

医師の証

明書、

税務署

提出の

廃業

届、雇

用保険

受給資

格者証

明書、

給与明

細書、

１００万円以下 ８０％以内

２００万円以下 ７０％以内

３００万円以下 ６０％以内

４００万円以下 ５０％以内
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収入申

告書、

その事

由を証

明でき

る書類

等

第２

条第

１項

第２

号

申請月を含め、過去３箇

月平均所得が生活保護基

準額以下のとき。ただし、

生活保護基準額は、給与収

入と見なす。

生活保護基準額に対する月平均所得額

（過去３箇月平均）の不足割合×保険税

※ 収入

申告書

第２

条第

１項

第４

号

当該年の所得見込額が、

条例第２３条第１項の規

定により算出する保険税

の軽減基準以下のとき。

条例第２３条第１項に準じ、均等割額及

び平等割額を減免

第２

条第

１項

第５

号

被保険者が

１ 少年院その他これに

準ずる施設に収容され

たとき。

２ 刑事施設、労役場その

他これに準ずる施設に

拘禁されたとき。

当該被保険者に係る所得割額及び均等

割額を免除

ただし、世帯全員の場合は、平等割額を

含め免除

収監証明

書等

第２

条第

１項

第６

号

特に必要と認めるとき。 その都度必要と認める割合 その事由

を証明で

きる書類

第２条例第２４条の２第１項 次の割合により減免する。 １ 旧被扶養資格喪失
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条第

２項

第２号に該当する者 者に係る所得割額を免除 ２ 旧被扶養

者に係る均等割額については５割減額と

し、条例第２３条第１項第３号の規定によ

り２割軽減を受けている世帯に属する旧

被扶養者については、減額賦課と合わせて

５割減額する。ただし、旧被扶養者の属す

る世帯が７割、５割の減額賦課に該当する

場合は減免を行わない。 ３ 旧被扶養者

のみで構成される世帯に限り平等割額に

ついては５割減額とし、条例第２３条第１

項第３号の規定により２割軽減を受けて

いる世帯に属する旧被扶養者については、

減額賦課と合わせて５割減額する。ただ

し、特定世帯又は旧被扶養者の属する世帯

が７割、５割の減額賦課に該当する場合は

減免を行わない。

証明書又

は他市町

村からの

旧被扶養

者異動連

絡票


